
  宮城県赤い羽根共同募金 安全生活支援事業(町内会) 募集要項 
≪平成２７年度募金による平成２８年度助成(配分) ≫ 

 
 
1 趣  旨 
  「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会」の実現にむけて、住民の自主的参加・協 
  力により地域の様々な今日的福祉ニーズに対応していくことが求められる。その一環として 
  大規模災害の発生時に必要な備品を整備し、地域の防災力を高める運動を支援するもの。 
 
 
2 町内会助成対象事業  
    町内会の取り組む安心・安全なまちづくり事業の支援として、大規模災害に備えて、防

災・防犯に特化した配分を対象とする。 
 
 
  (1) 防災訓練の実施に伴う経費。防災・防犯用資機材（発電機、投光器、担架、行事用テント

等）の整備。 
 
 
  (2) 助成額は、25 万円 を上限とし、1 町内会 1 事業とする。総事業費に対して、1 割は自己

資金で賄うものとする。（現物支給は除く）また、下記項目【1】～【3】よりいずれかを

お選びいただき申請して下さい。【2】項目については、さらに〔1〕～〔3〕の中から 1
つを選択し申請すること。 

 
 
   【1】災害・行事用テント(本会より原則現物支給となります。申請書の配分額記入の欄に

は、17 万円として計上すること。）サイズ 2 間×3 間となります。また、天幕に本会

ロゴマークと町内会名を表記しての納品となります。 
 
 
   【2】発電機（本会より原則現物支給となります。申請書の配分額記入の欄には、希望する

発電機１台の金額を計上すること。）下記からいずれかを選択し申請すること。 
 
      〔1〕発電機(投光機付)  ヤンマー 型式 G900iS(0.9kw) 
       ※投光機はスタンド式(バルーンタイプ)となります。 型式 LB42BW-1 
       ※配分額は 25 万円として計上して下さい。 
 
      〔2〕発電機(投光機なし) ヤンマー 型式 G2800iSE(2.8kw) 
       ※配分額は 20 万円として計上して下さい。 
 
      〔3〕発電機(投光機なし) ヤンマー  型式 G2000iS(2.0kw) 
       ※配分額は 17 万円として計上して下さい。 
 
    ※それぞれ、発電機の容量(交流出力)が違います。使用する用途に合わせて申請下さい。 
     さらに詳しい仕様については、メーカーもしくは本会へお問合せ下さい。 
 
 
   【3】現物支給以外の防災用資機材、並びに防災訓練等の実施経費。1 町内会 25 万円を助

成限度額とし、見積書添付の上、申請下さい。総事業費に対して、1 割は自己資金で 
      賄うものとする。 
 
 
 



3 応募方法 
(1)申請書類に必要事項を記入し、所在地の共同募金委員会を通して応募すること。 

     ※申請書類は本会ホームページからダウンロードできます。 
  (2) 配分金申請書(様式第 1)の配分金の額は、千円以下を切り捨てとして計上し、万単位で 
    ご記入下さい。 
  (3) 応募期間 平成 27 年 5 月 11 日から平成 27 年 6 月 30 日まで 

  ・問合せ先   社会福祉法人宮城県共同募金会     TEL 022-292-5001 
          〒984-0051 仙台市若林区新寺 1-4-28  FAX 022-292-5002 

    e-mail:post@akaihane-miyagi.or.jp URL http://www.akaihane-miyagi.or.jp 
 
 
4 助成決定 
   町内会支援事業については、「東日本大震災」の影響もあり、多数の申請が予測されます。

特に、過去に町内会配分を受けた団体については、幅広く公平に助成するという観点から、

申請の対象外と致しますので何卒ご了承下さい。また、本事業は今回の公募をもって終了さ

せていただきます。 
助成の可否については、平成 27 年度の助成予定総額の範囲内で、本会配分委員会の審査・

承認を経て理事会・評議員会で平成 28 年 3 月下旬に決定の予定です。 
   なお、助成予定総額を超える応募があった場合、また、募金額に変動があった場合は、助

成対象の要件を満たし、かつ適切な活動内容であっても、要望額の減額や助成できない場合

もあります。 
 
 
 


